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紙面が
新しくな

りました
！
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通院決定 入院決定

審
　
　
判

医
　
　
療

心神喪失等の状態で
重大な他害行為を行った者

検察官による申立て

退院決定

指定入院医療機関
（国公立病院等）

地
域
社
会
に
お
け
る
処
遇

「医療観察制度」の概要

本制度による処遇の終了
（一般の精神医療・精神保健福祉の継続）

精神障害者
社会復帰施設等

保護観察所
（社会復帰調整官）

都道府県・市区町村
（精神保健福祉センター・

保健所等）

処遇終了決定
通院期間の満了（原則3年間（更に2年まで延長可））

指定通院医療機関
（病院・診療所等）

新
し
い
制
度
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か

医
療
観
察
制
度
は
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
、

殺
人
や
放
火
な
ど
重
大
な
他
害
行
為
を
し
た

精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
目
的
と
す
る
新
た
な
処
遇
制
度
で
す
。

ど
の
よ
う
な
人
が

こ
の
制
度
の

対
象
と

な
る
の
で
す
か

対
象
と
な
る
人
の

入
院
や
通
院
は

ど
の
よ
う
な
手
続
で

決
定
さ
れ
る
の
で
す
か

入
院
決
定
を

受
け
た
人
の
医
療
は

ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
る
の
で
す
か

地
域
社
会
に
お
け
る

処
遇
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
る
の
で
す
か

　

医
療
観
察
制
度
は
、
平
成
１７
年
７

月
に
施
行
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
心

神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
」
に
基
づ

く
制
度
で
す
。

　

精
神
の
障
害
の
た
め
に
善
悪
の
区

別
が
つ
か
な
い
な
ど
、
通
常
の
刑
事

責
任
を
ま
っ
た
く
問
え
な
い
状
態
を

心
神
喪
失
、
限
定
的
な
責
任
を
問
え

る
状
態
を
心
神
耗
弱
と
呼
び
ま
す
。

　

心
神
喪
失
又
は
心
神
耗
弱
の
状
態

で
、
殺
人
や
放
火
な
ど
の
重
大
な
他

害
行
為
を
行
い
、
❶
不
起
訴
処
分
と

な
っ
た
人
、
❷
無
罪
の
裁
判
が
確
定

し
た
人
、
❸
刑
を
減
軽
す
る
旨
の
裁

判
が
確
定
し
た
人
（
実
刑
に
な
る
人

は
除
き
ま
す
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
人
に
つ
い
て
、
検
察
官

が
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
、
こ
の
制

度
に
よ
る
処
遇
の
要
否
や
内
容
を
決

定
す
る
よ
う
申
し
立
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
手
続
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
重
大
な
他
害
行

為
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
被
害
者
に

深
刻
な
被
害
を
生
ず
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
病
状
の
た
め
に
加
害
者
と

な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
極
め
て
不

幸
な
事
態
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
人
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
医
療

を
確
保
し
て
病
状
の
改
善
を
図
り
、

再
び
不
幸
な
事
態
が
繰
り
返
さ
れ
な

　

こ
の
制
度
で
は
、
入
院
や
通
院
を

地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
審
判
で
決

定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
検
察

官
か
ら
の
申
立
て
を
受
け
た
裁
判
所

で
は
、
裁
判
官
と
精
神
科
医
（「
精

神
保
健
審
判
員
」
と
い
い
ま
す
）
そ

れ
ぞ
れ
１
名
か
ら
成
る
合
議
体
を
構

成
し
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性

を
い
か
し
て
審
判
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

審
判
の
過
程
で
は
、
鑑
定
が
行
わ

れ
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
保
護
観

察
所
に
よ
る
生
活
環
境
（
居
住
地
や

家
族
の
状
況
、
利
用
可
能
な
精
神
保

健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
の
調
査
が

行
わ
れ
ま
す
。
裁
判
所
で
は
、
こ
の

鑑
定
の
結
果
を
基
礎
と
し
、
生
活
環

い
よ
う
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

　

新
制
度
で
は
、
国
の
責
任
に
お
い

て
手
厚
い
専
門
的
な
医
療
を
統
一
的

に
行
い
、
地
域
に
お
い
て
継
続
的
な

医
療
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
を

設
け
る
こ
と
な
ど
が
新
た
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

境
を
考
慮
し
て
、
こ
の
制
度
に
よ
る

医
療
の
必
要
性
を
判
断
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
で
入
院
決
定
を
受
け
た

人
に
対
し
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

指
定
す
る
国
公
立
病
院
等
（
指
定
入

院
医
療
機
関
）
に
お
い
て
、
国
費
に

よ
る
、
手
厚
い
専
門
的
な
医
療
が
行

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
入
院
中
か
ら
、

退
院
後
の
生
活
環
境
の
調
整
が
継
続

的
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

入
院
中
に
、
指
定
入
院
医
療
機
関

又
は
本
人
等
か
ら
の
申
立
て
に
よ

り
、
入
院
に
よ
る
医
療
の
必
要
性
が

な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
裁
判

所
に
よ
り
直
ち
に
退
院
決
定
が
な
さ

れ
ま
す
。

　

本
制
度
に
よ
る
地
域
社
会
に
お
け

る
処
遇
を
行
う
期
間
は
、
通
院
決
定

又
は
退
院
決
定
を
受
け
た
日
か
ら
、

原
則
３
年
間
と
な
り
ま
す
。
期
間
中

は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医

療
機
関
に
お
い
て
、
国
費
に
よ
り
必

要
な
医
療
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

精
神
障
害
者
の
地
域
ケ
ア
に
は
、

医
療
機
関
の
ほ
か
、
精
神
保
健
福
祉

関
係
の
多
く
の
機
関
が
関
わ
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
制
度
で
は
、
こ
れ
ら

関
係
機
関
の
連
携
が
十
分
に
確
保
さ

れ
る
よ
う
、
保
護
観
察
所
が
処
遇
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
を
果
た
す
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
関
係
機
関
と
協
議

の
上
、
対
象
と
な
る
一
人
ひ
と
り
に

つ
い
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
「
処

遇
の
実
施
計
画
」
を
作
成
し
た
り
、

地
域
で
の
医
療
や
援
助
に
携
わ
る
ス

タ
ッ
フ
に
よ
る
「
ケ
ア
会
議
」
を
随

時
開
催
す
る
な
ど
し
て
、
必
要
な
情

報
の
共
有
や
処
遇
方
針
の
統
一
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
ほ
か
、

本
人
と
面
談
し
た
り
関
係
機
関
か
ら

報
告
を
受
け
る
な
ど
し
て
、
そ
の
生

活
状
況
等
を
見
守
り
（「
精
神
保
健

観
察
」
と
い
い
ま

す
）、
地
域
に
お

い
て
継
続
的
な
医

療
と
ケ
ア
を
確
保

し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
業
務
を
適

切
に
実
施
す
る
た

め
、
保
護
観
察
所

に
は
、
精
神
保
健

や
精
神
障
害
者
福

祉
等
の
専
門
家
で

あ
る
「
社
会
復
帰

調
整
官
」
を
新
た

に
配
置
し
て
い

ま
す
。

　

対
象
と
な
る
精
神
障
害
者
の
社
会

復
帰
と
い
う
本
制
度
の
目
的
を
達
す

る
た
め
に
は
、
司
法
、
医
療
、
保
健
、

福
祉
と
い
っ
た
分
野
を
越
え
、
そ
し

て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
と

い
っ
た
立
場
を
越
え
た
連
携
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
本
制
度
に
対
す
る
皆
様

方
の
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　法務大臣は、昨年10月31日の内閣改造で南
野大臣から杉浦正健（すぎうら・せいけん）大臣
にかわりました。杉浦大臣ってどんな人でしょう。
　しし座のＢ型、昭和9年に愛知県岡崎市で
生まれ、青春時代を過ごしました。趣味は、
クラシック音楽鑑賞、ジョギング、ウォーキ
ングで、座右の銘は、「正心誠意」です。こ
れは、杉浦大臣が尊敬する勝海舟の言葉で
す。信念と真心を持って、一生懸命物事を行
うという意味です。

　大学を卒業後は、民間企業で一時働いた後、学生時代から手がけていたアジア等から来
日する留学生・技術研修生のお世話をする事業に身を投じ、30代半ばからは、弁護士と
して社会で起こるさまざまな法律問題の解決に取り組みました。第一東京弁護士会副会長
を務めた後、昭和61年に衆議院議員となりました。以来、政界で活躍し、法務大臣就任
前は、内閣官房副長官や外務副大臣などを務めました。
　大臣就任に当たっての抱負は、「世界一安全、安心な国の復活」。治安対策、再犯防止対
策、出入国管理対策の強化・充実により、国民が安心して日ごろの生活が送れるよう努め
たい。日本司法支援センターの設立や裁判員制度の導入など、司法制度改革の成果を国民
が実感できるようにすることにも意欲をもっています。
　難しい問題でも、誠実に一生懸命に立ち向かっていく杉浦大臣にご期待ください！
　内閣改造に当たっては、副大臣の交替もあり、衆議院議員の河野太郎氏が新副大臣に就
任しました。三ツ林隆志大臣政務官は昨年9月に就任し、この内閣改造で再任されました。

？



　

近
年
増
加
し
て
い
る
労
働
関
係
の

ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
、

当
事
者
の
話
合
い
の
仲
介
を
し
た

り
、
判
断
を
示
し
た
り
し
て
解
決
を

図
る
「
労
働
審
判
制
度
」
を
創
設
す

る
「
労
働
審
判
法
」
が
施
行
さ
れ

ま
す
。

　

会
社
を
解
雇
さ
れ
た
り
、
給
料
が

支
払
わ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と
を

め
ぐ
っ
て
、
個
々
の
従
業
員
と
雇
用

主
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
当
事
者
同

士
の
話
合
い
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な

け
れ
ば
、
民
事
裁
判
を
起
こ
し
て
解
決

を
求
め
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

解
雇
や
賃
金
な
ど
を
め
ぐ
る
労
働
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の

新
し
い
手
続
が
、
平
成
18
年
4
月
1
日
か
ら
導
入
さ
れ
ま
す
。

　

労
働
審
判
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な

個
々
の
従
業
員
と
雇
用
主
と
の
間
の

ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
民
事
裁
判
を

起
こ
さ
な
く
て
も
、
裁
判
所
に
よ
る

迅
速
か
つ
適
正
な
解
決
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
新

し
い
制
度
で
す
。

❶　

労
働
関
係
の
紛
争
の
処
理
等
に

つ
い
て
労
働
者
又
は
使
用
者
の
立
場

で
関
わ
っ
た
経
験
の
あ
る
人
が
、「
労

働
審
判
員
」
と
し
て
裁
判
官
と
い
っ

し
ょ
に
手
続
を
行
い
ま
す
。

　

労
働
審
判
制
度
に
お
い
て
は
、
裁

判
官
（「
労
働
審
判
官
」
と
い
い
ま

す
。）
１
名
と
労
働
関
係
に
関
す
る

専
門
的
な
知
識
・
経
験
を
有
す
る
「
労

働
審
判
員
」
２
名
か
ら
な
る
「
労
働

審
判
委
員
会
」が
審
理
を
行
い
ま
す
。

労
働
審
判
員
は
、
労
働
組
合
の
役
員

や
、
会
社
の
人
事
・
労
務
の
担
当
者

等
と
し
て
、
労
働
関
係
に
知
識
・
経

験
を
有
し
て
い
る
人
か
ら
選
ば
れ
ま

　
　
　
　
　

す
が
、
一
方
当
事
者
の

味
方
を
す
る
の
で
は
な
く
、
中
立
か

つ
公
平
な
立
場
で
審
理
を
行
い
、
裁

判
官
と
対
等
に
評
議
を
行
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
労
働
審
判
員
が
手
続
に

加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
専
門
知
識
を

生
か
し
た
適
正
な
解
決
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

❷　

原
則
と
し
て
３
回
以
内
の
期
日

で
審
理
を
行
い
、結
論
を
出
し
ま
す
。

　

労
働
審
判
制
度
に
お
い
て
は
、
労

働
審
判
委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
３

回
以
内
の
期
日
で
審
理
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
当
事
者

間
の
話
合
い
（「
調
停
」）
が
成
立
し

な
い
場
合
に
は
、
労
働
審
判
委
員
会

が
判
断
（「
労
働
審
判
」）
を
行
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
審
判
に
対
し
て
、

従
業
員
と
雇
用
主
の
双
方
に
異
議
が

な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
は
確
定
し
て
、

迅
速
に
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
労
働
審
判
が
行
わ
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
従
業
員
又
は
雇
用

主
の
い
ず
れ
か
か
ら
異
議
が
申
し
立

て
ら
れ
る
と
、
労
働
審
判
は
効
力
を

失
っ
て
、
特
別
な
手
続
を
と
ら
な
く

て
も
民
事
裁
判
の
手
続
が
開
始
さ
れ

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に

は
、
改
め
て
、
民
事
裁
判
に
よ
っ
て

ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
が
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

❸　

裁
判
官
も
労
働
審
判
員
と

一
緒
に
審
理
し
ま
す
。

　

労
働
審
判
制
度
に
お
い
て
は
、
手

続
は
、
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
の
中

か
ら
指
定
さ
れ
る
労
働
審
判
官
の
指

揮
の
下
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
結
論
は
、

労
働
審
判
官
と
２
人
の
労
働
審
判
員

と
が
話
し
合
い
の
上
で
決
め
ま
す
の

で
、
適
正
な
手
続
の
下
で
、
法
律
の

趣
旨
や
ト
ラ
ブ
ル
の
実
情
に
添
っ
た

内
容
の
労
働
審
判
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
期
待
で
き
ま
す
。

　

労
働
審
判
制
度
が
導
入
さ
れ
た
後

も
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
裁
判
所
で

第
三
者
の
調
停
委
員
を
交
え
て
じ
っ

く
り
と
話
合
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

を
図
る
「
民
事
調
停
手
続
」
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
初
め
か

ら
民
事
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
も
で
き

ま
す
。
ま
た
、
裁
判
所
で
行
う
手
続

の
外
に
も
、
都
道
府
県
労
働
局
に
設

け
ら
れ
た
「
紛
争
調
停
委
員
会
」
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
あ
っ
せ
ん
等
の
手

続
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
や
、
自
分

が
望
む
解
決
方
法
に
最
も
適
す
る
手

続
を
選
ん
で
利
用
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
が
、
今
回
の
労
働
審
判
制
度
の

導
入
に
よ
り
、
そ
の
選
択
の
幅
が
広

が
り
ま
す
。

●どんな愛称なの？
　愛称は、「法テラス（読み：ほうてらす）」といいます。

●愛称やロゴマークには、どんな意味があるの？
　「法テラス」という愛称は、法的トラブルを解決するために頼りになる相談窓口などをご案内することで、
悩んでいらっしゃる方々のモヤモヤとした心に光を「照らす」場という意味を込めて作ったものです。また、
そのような方々にくつろいでいただける「テラス」（さんさんと陽がさし、気持ちの良い場所というイメージ
を持ちます。）のような場でありたいという意味も込めています。
　太陽の傘をあしらったロゴマークは、トラブルを抱えた方々が、その解決の方向へと迷うことなく進んでい
ただけるように明るい光で照らしたいという願いを表しています。また、「傘」をロゴマークに使うことで、雨
にぬれて困っている方に、傘をさしかけるように支援したいという意味も込めています。

●なぜ、愛称やロゴマークが必要なの？
　何よりまず、一人でも多くのみなさんに、日本司法支援センターを知っていただきたいからです。支援
センターは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指して、
新たに設立される法人です。しかし、せっかく新しいものを作っても、みなさんに利用していただけなけ
れば、何の意味もありません。支援センターは、みなさんにとって、身近で、気軽に利用していただける
存在をめざしています。みなさんは、ご家族やお友達を親しみを込めて愛称で呼んだりしますよね。「日本
司法支援センター」もみなさんのご家族やお友達のように、困った時に気軽に相談されるような存在であり
たい、そういう願いから愛称とロゴマークを作ることにしたのです。

●最後に
　みなさんが、トラブルに巻き込まれた時に、「そうだ『法テラス』に聞いてみよう！『法テラス』なら何と
かしてくれる！」と思っていただけるように、もっともっと日本司法支援センターをみなさんの身近な存在
にするようにしたいと思います。
　「法テラス」の業務開始は、平成18年秋です。どうぞご期待ください。

労
働
審
判
法
の
施
行

従
業
員
と
雇
用
主
と
の
間
の

労
働
関
係
に
つ
い
て
の

ト
ラ
ブ
ル
を
、
専
門
家
の

知
識
を
生
か
し
、
迅
速
、

適
正
か
つ
実
効
的
に
解
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

労
働
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
の

解
決
方
法
の
選
択
肢
が

増
え
ま
す
。

「法テラス」と呼んでください！

人権相談って何ですか？Q

「人権相談」について

A

今回の

質問は
？

人権相談所はどこにあるのですか？Q
A

  【 
特　

徴 

】

法務省だより
労働審判制度が始まります。

「法テラス」と呼んでください！●お答えします「人権相談」について

地方裁判所
●裁判官（労働審判官）1人と労働関係の専門
　的な知識経験を有する者（労働審判員）2人
　で組織する労働審判委員会で紛争処理

第1回期日

●原則3回以内の期日で審理し，迅速に処理

従業員 雇用主

調
停
の
成
立

労働審判

受諾（労働審判の確定）

紛争の解決

異議申立て（2週間以内）
（労働審判は失効）

訴訟への移行
・訴え提訴を擬制

申 立 て

第2回期日

第3回期日

事
案
の
性
質
上
、
労
働
審
判
手
続
を

行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合

労 働 審 判 制 度

解雇や賃金等をめぐる紛争の発生

労
働
審
判
を
行
わ
ず
終
了

調
　
停

労働審判官

労　働
審判員

労　働
審判員

「日本司法支援センター」の愛称及びロゴマークが決定しました

　人権相談とは、普段の生活の中で、これは人権問題ではない
だろうかと感じたり、法律上どのようになるのだろうと思い悩
んだ時に、法務大臣の委嘱を受けた人権擁護委員や法務局職員
が相談を受け、問題を解決するために助言などを行う活動のこ
とです。相談は無料で、相談内容の秘密は厳守されます。
　相談例としては、高齢者や子どもへの虐待、セクシュアル・
ハラスメントや女性に対する暴力、体罰や「いじめ」、騒音など
の近隣間のトラブル、離婚や相続といった家庭内の問題など
様々です。
　なお、人権相談のうち、人権侵犯に該当する疑いのある場合
は、直ちに救済手続を開始します。

　法務省の人権擁護機関による人権相談所の開設は、昭和24
年2月26日に東京銀座の三越百貨店で開かれたのが最初でし
た。現在は、全国の法務局・地方法務局又はその支局に常設の
人権相談所を開設しています。また、女性の人権に関する専用
相談電話「女性の人権ホットライン」、子どもの人権に関する専
用相談電話「子どもの人権110番」を全国の法務局・地方法務局
に設置して相談に応じているほか、英語や中国語などの通訳を
配置した「外国人のための人権相談所」を開設している法務局・
地方法務局もあります。この他にも、多くの方が利用できるよ
う、随時、デパートや市町村役場などにおいても、特設の人権
相談所を開設しています。
　相談窓口についての詳しい開設場所や開設日時等について
は、法務省のホームページか、最寄りの法務局・地方法務局又
はその支局にお気軽にお尋ねください。



　
保
護
観
察
官
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員

会
事
務
局
（
全
国
8
か
所
）
及
び
保
護
観

察
所
（
全
国
50
か
所
）
に
配
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
法

律
学
な
ど
の
専
門
知
識
に
基
づ
き
、主
に
、

受
刑
者
や
少
年
院
在
院
者
の
仮
釈
放
審
理

に
関
す
る
業
務
、
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人

た
ち
を
通
常
の
社
会
生
活
の
中
で
指
導
・

援
助
す
る
保
護
観
察
業
務
、
地
域
社
会
に

お
け
る
犯
罪
・
非
行
の
予
防
に
関
す
る
業

務
な
ど
を
行
い
ま
す
。
保
護
観
察
や
犯
罪

予
防
活
動
に
お
い
て
は
、
保
護
司
を
は
じ

め
と
し
て
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
と
連

携
し
な
が
ら
業
務
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
幼
稚
園
の
時
の
夢
は
警
察
官
。
そ
の

後
、
小
学
校
の
先
生
か
ら
高
校
体
育
の
先

犯
罪
白
書
と
は
？

　

犯
罪
白
書
は
、
法
務
総
合
研
究
所

が
、
刑
事
政
策
に
関
す
る
基
礎
資
料

と
し
て
、
昭
和
35
年
以
来
、
毎
年
作

成
・
発
刊
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

犯
罪
動
向
を
説
明
し
て
い
る
基
本

的
な
部
分
と
、
注
目
す
べ
き
テ
ー
マ

に
つ
い
て
説
明
す
る
特
集
部
分
と
の

2
本
立
て
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
年
の
犯
罪
白
書
の

特
徴
は
？

　

今
年
の
特
集
の
テ
ー
マ
は
、「
少

年
非
行
」
で
す
。
少
年
の
人
口
が
減
っ

て
い
る
割
に
は
少
年
非
行
は
減
っ
て

い
ま
せ
ん
。
少
年
の
凶
悪
・
重
大
事

件
が
依
然
と
し
て
新
聞
の
紙
面
を
に

ぎ
わ
せ
て
お
り
、
事
件
の
動
機
を
理

解
し
に
く
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
少

年
非
行
を
防
ぐ
こ
と
は
、
社
会
に

と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
今
年
の
白
書
で
は
、
最

近
の
非
行
少
年
に
ど
ん
な
問
題
が
あ

る
の
か
、
非
行
少
年
の
立
ち
直
り
の

た
め
に
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
分

析
し
て
い
ま
す
。

犯
罪
は
減
っ
て
い
る
の
？

　

平
成
16
年
に
警
察
が
刑
法
犯
を
認

知
し
た
件
数
は
、
約
3
4
2
万
件
で
、

昨
年
よ
り
約
21
万
件
減
少
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
交
通
事
故
に
よ
る
過

失
事
件
や
窃
盗
を
除
い
た
事
件
を
認

知
し
た
件
数
は
増
加
し
て
い
て
、
治

安
が
回
復
し
た
と
は
い
え
な
い
状
況

で
す
。

非
行
少
年
っ
て
何
歳
？

　

非
行
少
年
に
は
、

❶
犯
罪
少
年
（
罪
を
犯
し
た
14
歳
以

　

上
20
歳
未
満
の
少
年
）

❷
触
法
少
年
（
刑
罰
法
令
に
触
れ
る

　

こ
と
を
し
た
14
歳
未
満
の
少
年
）

❸
ぐ
犯
少
年
（
性
格
又
は
環
境
に
照

　

ら
し
て
将
来
罪
を
犯
す
な
ど
の
お

　

そ
れ
が
あ
る
20
歳
未
満
の
少
年
）

の
３
つ
が
あ
り
、
家
庭
裁
判
所
が
処

分
を
決
め
ま
す
。

　

外
国
で
は
、
18
歳
未
満
の
罪
を
犯

し
た
少
年
を
非
行
少
年
と
呼
ぶ
こ
と

も
あ
り
、
非
行
少
年
の
年
齢
は
国
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
非
行
が
多
い
の
？

　

平
成
16
年
の
少
年
の
一
般
刑
法
犯

（
交
通
事
故
に
よ
る
過
失
事
件
を
除

い
た
も
の
）
で
、
一
番
多
い
の
は
、

窃
盗
で
約
58
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

非
行
少
年
は

変
わ
っ
た
の
？

　

最
近
の
非
行
少
年
の
抱
え
て
い
る

問
題
の
中
身
の
変
化
を
調
べ
る
た

め
、「
少
年
院
の
先
生
」
に
対
し
て

意
識
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
60
％
以
上
の
先
生
は
「
変
化
し

た
」
と
回
答
し
て
い
て
、
70
％
以
上

の
先
生
は
、「
処
遇
（
非
行
少
年
を

更
生
さ
せ
よ
う
と
教
育
す
る
こ
と
）

が
難
し
い
非
行
少
年
が
増
え
た
」
と

答
え
て
い
ま
す
。

最
近
の
非
行
少
年
の

問
題
点
は
？

　

白
書
で
は
、「
人
に
対
す
る
思
い

や
り
や
人
の
痛
み
に
対
す
る
理
解
力

に
欠
け
る
」、「
対
人
関
係
を
円
滑
に

結
ぶ
ス
キ
ル
が
身
に
付
い
て
い
な

い
」
な
ど
の
問
題
を
も
っ
た
非
行
少

年
が
増
え
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
子
供
の
行
動
に
対
す
る
責

任
感
が
な
い
」
な
ど
の
問
題
を
も
っ

た
非
行
少
年
の
保
護
者
が
増
え
て
い

る
と
し
、
最
近
の
非
行
少
年
を
処
遇

し
て
い
く
上
で
の
留
意
点
に
つ
い
て

ま
と
め
て
い
ま
す
。

矯
正
・
保
護
で
は

ど
ん
な
取
組
を

し
て
い
る
？

　

少
年
院
で
は
、「
被
害
者
の
視
点

を
取
り
入
れ
た
教
育
」
と
し
て
、
在

院
者
自
ら
の
犯
罪
と
向
き
合
い
、
被

害
者
等
の
置
か
れ
た
状
況
や
犯
し
た

罪
の
大
き
さ
を
認
識
さ
せ
、
被
害
者

に
誠
意
を
持
っ
て
対
応
し
て
い
く
こ

と
を
目
的
に
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
他
の
生
徒
と
集
団
生
活

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
切
な
対

人
関
係
を
学
べ
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
保
護
者
に
対
し
て
は
、
保
護
者

会
や
面
会
等
を
通
じ
て
、
社
会
復
帰

に
向
け
た
協
力
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。

　

保
護
観
察
で
は
、
少
年
に
対
し
て

被
害
者
等
へ
の
自
発
的
な
謝
罪
や
被

害
弁
償
を
促
す
よ
う
な
指
導
を
行
う

ほ
か
、
社
会
に
適
応
す
る
能
力
を
向

上
さ
せ
る
た
め
の
社
会
参
加
活
動
の

充
実
や
就
職
の
た
め
の
指
導
や
支
援

に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
少
年
へ
の
対

応
に
悩
ん
で
い
る
保

護
者
か
ら
の
相
談
に

応
じ
た
り
、
保
護
者

向
け
の
集
団
講
習
会

を
開
催
す
る
な
ど
し

て
い
ま
す
。

少
年
非
行
を
防
ぐ
に
は
？

　

少
年
非
行
は
、
家
庭
、
学
校
、
地

域
社
会
等
の
問
題
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
生
じ
て
い
ま
す
。
国
は
、
非

行
少
年
に
立
ち
直
り
の
機
会
を
与
え

平
成
17
年
版

法務省だより
平成17年版犯罪白書完成！
人・顔スポットライト「保護観察官」●インフォメーション
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少年刑法犯検挙人員・人口比の推移（昭和21年～平成16年）

成人人口比

少年人口比 1,505.9

1,082.0

193,076

少年刑法犯検挙人員

注）1　警察庁の統計及び総務省の統計局の人口資料による。
　　2　触法少年の補導人員を含む。
　　3　昭和45年以降は、触法少年の交通関係業過を除く。

4　「少年人口比」は、10歳以上20歳未満の少年
　人口10万人当たりの少年刑法犯検挙人員の比率
　であり、「成人人口比」は、20歳以上の成人人口
　10万人当たりの成人刑法犯検挙人員の比率である。

★「平成17年度Ⅰ種試験志望者対象
　霞ヶ関官庁探訪」（人事院主催）
　●期日　平成18年3月1日（水）
　●時間　9:50～17:50
　●場所　東京保護観察所 集団処遇室
　　　　　　　　（中央合同庁舎6号館A棟1F）

★人権擁護委員に対する
　法務大臣表彰式が開催されました。

　Ⅰ種試験を志望する方々に対して、法務省の業務
説明及び職場紹介等の情報提供を行います。

　10月4日（火）に法務省大会議室にて、人権擁護委
員に対する法務大臣表彰式が開催され、富田法務副
大臣（当時）から、特に功績があった人権擁護委員
120名に対して表彰状が授与されました。

保
護
観
察
官
っ
て
ど
ん
な
人

保
護
観
察
官
に
な
っ
た

理
由
・
き
っ
か
け

保
護
観
察
官
の
や
り
が
い

国
民
の
み
な
さ
ん
に

対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

仕
事
を
す
る
中
で
、

う
れ
し
か
っ
た
こ
と
、

苦
労
し
た
こ
と

ま
す
が
、
非
行
少
年
が
立
ち
直
る
た

め
に
は
、
家
族
や
少
年
が
住
ん
で
い

る
地
域
社
会
の
協
力
が
不
可
欠
で

す
。
こ
の
白
書
を
、
地
域
社
会
の
中

で
の
非
行
防
止
や
非
行
少
年
の
更
生

の
た
め
の
取
組
に
役
立
て
て
ほ
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

西江尚人さん（37歳）
東京保護観察所

罪
や
非
行
か
ら
立
ち
直
ろ
う
と
し
て
い
る

人
た
ち
を
社
会
が
受
け
入
れ
、
援
助
の
手

を
差
し
延
べ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
、
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
、
以
前
保
護
観

察
を
受
け
て
い
た
人
か
ら
、
近
況
報
告
が

つ
づ
ら
れ
た
年
賀
状
を
も
ら
っ
た
こ
と
。

苦
労
し
た
こ
と
は‥

‥

。
日
々
苦
労
の

連
続
で
す
が
、
そ
の
分
、
喜
び
も
大
き
い

も
の
。
国
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
信
頼
さ
れ

る
保
護
観
察
官
で
あ
り
続
け
る
よ
う
頑

張
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

生
へ
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

の
影
響
で
、
い
っ
と
き

家
庭
裁
判
所
調
査
官
へ

の
憧
れ
を
経
由
。
そ
し

て
大
学
時
代
の
就
職
ガ

イ
ダ
ン
ス
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
の

要
素
が
絡
ん
で
い
る

「
保
護
観
察
官
」
と
い

う
職
業
に
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　「
1
＋
1
＝
2
」。
人
の
人
生
に
か
か
わ

る
我
々
の
仕
事
に
こ
の
常
識
的
な
方
程
式

は
全
く
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
時
に
ゼ
ロ

で
あ
っ
た
り
、
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
り

‥
‥

。
こ
の
難
問
を
解
く
た
め
に
、
い
ろ

ん
な
知
識
を
学
び
、
経
験
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
プ
ラ
ス
の
結
果
を
導
き
出

す
こ
と
が
で
き
た
時
、
そ
れ
が
こ

の
上
な
い
や
り
が
い
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
る
瞬
間
と
な
り
ま
す
。

　
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社

会
の
た
め
に
は
、
犯
罪
や
非
行
を

起
こ
さ
せ
な
い
社
会
環
境
と
、
犯

保護観察官

★「東南アジア諸国出入国管理セミナー」
　を開催しました。
　入国管理局は、11月28日・29日に「第19回東南ア
ジア諸国出入国管理セミナー」を開催しました。こ
のセミナーでは、東南アジア諸国をはじめ、環太平
洋諸国18の国及び地域の出入国管理機関と4つの国
際機関の担当者が、各国等の出入国管理行政の抱え
る諸問題、その対策について情報交換・意見交換を
しました。

少年院の体育



　

昨
年
10
月
4
日
、
東
京
都
港
区
東
新
橋
に
あ
る
ヤ
ク
ル
ト
ホ
ー
ル
で
第
46
回

法
の
日
週
間
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
に
引
き
続
き
今
年
も
裁
判
員

制
度
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
、
ま
ず
、
中
村
雅
俊
さ
ん
の
監
督
に
よ
り
法
務
省
が

製
作
し
た
裁
判
員
制
度
広
報
ビ
デ
オ
を
上
映
し
ま
し
た
。
同
ビ
デ
オ
上
映
後
、
野

沢
元
法
務
大
臣
や
女
優
の
加
藤
夏
希
さ
ん
、
法
曹
関
係
者
、
模
擬
裁
判
や
検
察
審

査
会
を
経
験
し
た
一
般
の
方
々
が
登
壇
し
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
の
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
を
行
い
ま
し
た
。
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
で
は
、
登
壇
者
が
裁
判
員
制
度
の
意

義
・
内
容
、
模
擬
裁
判
や
検
察
審
査
会
で
の
体
験
談
な
ど
を
参
加
者
に
わ
か
り
や

す
く
説
明
し
ま
し
た
。

　

法
務
省
と
最
高
検
察
庁
は
昨
年
10
月
18
日
、
区
立
銀
座
中
学
（
東
京
都
中
央
区
）

の
生
徒
さ
ん
を
相
手
に
、
東
京
地
方
検
察
庁
で
「
検
事
総
長
と
語
ろ
う
会
」
を
開

き
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
検
察
ト
ッ
プ
の
松
尾
邦
弘
・
検
事
総
長
が
自

ら
広
告
塔
に
な
り
、
3
年
後
に
始
ま
る
裁
判
員
制
度
に
つ

い
て
、
中
学
生
に
直
接
語
り
か
け
、
質
問
に
答
え
よ
う
と

い
う
も
の
で
す
。
第
3
回
目
と
な
る
今
回
は
、
銀
座
中
の

生
徒
さ
ん
11
人
と
先
生
を
お
招
き
し
ま
し
た
。

　

松
尾
総
長
は
、
中
学
生
に
も
わ
か
る
よ
う
に
や
さ
し
い

言
葉
を
使
い
、
刑
事
裁
判
や
裁
判
員
制
度
の
説
明
を
し
ま

し
た
。
生
徒
さ
ん
は
、
松
尾
総
長
の
話
に
う
な
ず
き
な
が

ら
聞
き
入
り
、
裁
判
員
制
度
の
必
要
性
な
ど
、
理
解
を
深

め
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。
語
ろ
う
会
は
、
今
後
も
引
き
続

き
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

昨
年
10
月
29
日
、
30
日
の
両
日
、
東
京
都
千
代
田
区
の
日
比
谷
公
園
で
、
同
区

が
主
催
す
る
文
化
芸
術
祭
「
江
戸
天
下
祭
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
に
引
き

続
い
て
法
務
省
は
同
祭
に
参
加
し
、
平
成
21
年
に
始
ま
る
裁
判
員
制
度
や
平
成
18

年
秋
に
業
務
を
開
始
す
る
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
）
に
つ
い
て
、

広
報
啓
発
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
祭
の
両
日
、同
公
園
内
に
Ｐ
Ｒ
ブ
ー
ス
を
設
け
、

祭
に
ち
な
ん
で
職
員
が
は
っ
ぴ
や
着
ぐ
る
み
な
ど
を
着
用
し
、
来
場
者
に
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
や
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
た
り
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
2
日
目
に
は
、
同
公
園
や
丸
の
内

周
辺
で
盛
大
な
パ
レ
ー
ド
が
開
催
さ
れ
、
南

野
法
務
大
臣
（
当
時
）、
野
沢
元
法
務
大
臣
を

は
じ
め
、
法
務
省
・
検
察
庁
職
員
、
法
テ
ラ

ス
の
理
事
長
就
任
が
予
定
さ
れ
て
い
る
金
平

輝
子
氏
、
梶
谷
剛
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
長
、

中
村
邦
夫
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
会
長
ら

約
1
7
0
人
が
横
断
幕
や
の
ぼ
り
を
掲
げ
て

練
り
歩
き
、
沿
道
の
見
物
客
に
裁
判
員
制
度

や
法
テ
ラ
ス
に
つ
い
て
の
理
解
と
協
力
を
訴

え
ま
し
た
。

法務省だより
子どもたちのかけがえのない命を守るために
裁判員制度広報イベント報告

子
ど
も
た
ち
は

社
会
全
体
の
宝

子
ど
も
の

人
権
専
門
委
員

全
国
会
議
の
開
催

千
代
田
区
立

千
代
田
小
学
校
の

子
ど
も
た
ち
を
迎
え
て

　

ブ
ラ
ウ
ン
管
の
向
こ
う
か
ら
、

ニ
ュ
ー
ス
番
組
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が

伝
え
て
い
ま
す
。「
３
歳
の
幼
児
が
、

母
親
と
同
居
し
て
い
た
男
性
か
ら
虐

待
を
受
け
、
重
体
・・
」
と
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
る
た

び
に
、
近
隣
の
方
か
ら
「
い
つ
も
子

ど
も
の
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
い
た
」

と
い
っ
た
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
耳
に

し
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
が
自
ら
の

命
を
絶
つ
と
い
う
、
何
と
も
や
り
き

れ
な
い
ニ
ュ
ー
ス
も
報
道
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
社
会
全
体
の
大

切
な
宝
で
す
。
そ
の
か
け
が
え
の
な

い
命
を
国
民
全
体
で
守
っ
て
い
く
こ

と
が
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
11
月
は
、
「
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間
」（
厚
生
労
働
省
及
び
内

閣
府
主
唱
）
で
す
。

　

こ
の
月
間
の
初
日
で
あ
る
11
月
1

日
、
児
童
虐
待
を
始
め
と
す
る
子
ど

も
の
人
権
問
題
へ
の
取
組
を
強
化
す

る
た
め
、
全
国
の
子
ど
も
の
人
権
専

門
委
員
の
代
表
50
名
が
集
い
、
「
か

け
が
え
の
な
い
命
を
守
る
た
め
に
」

を
テ
ー
マ
に
全
国
会
議
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
★
　「
子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員
」は
、

　
　
子
ど
も
の
人
権
に
か
か
わ
る
問
題

　
　
を
専
門
に
扱
う
人
権
擁
護
委
員
で
、

　
　
現
在
、
全
国
に
9
5
4
名
が
配
置

　
　
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
校
を
訪
問
し

　
　
て
「
人
権
教
室
」
な
ど
の
啓
発
活

　
　
動
を
行
っ
た
り
、
専
用
相
談
電
話

　
　「
子
ど
も
の
人
権
1
1
0
番
」
を

　
　
通
し
て
子
ど
も
か
ら
の
相
談
を
受

　
　
け
る
な
ど
し
て
、
子
ど
も
の
人
権

　
　
問
題
の
解
決
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

法
務
省
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に

「
思
い
や
り
の
心
」「
命
の
大
切
さ
」

を
、
楽
し
く
わ
か
り
や
す
く
学
ん
で

も
ら
う
た
め
、
全
国
各
地
で
「
人
権

教
室
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
当
日

は
、
こ
こ
法
務
省
の
会
議
室
に
、
千

代
田
区
立
千
代
田
小
学
校
1
年
生
45

名
の
小
さ
な
お
客
様
を
お
迎
え
し

て
、
公
開
人
権
教
室
を
開
き
ま
し
た
。

子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員
の
拍
手
に

迎
え
ら
れ
、
明
る
く
元
気
な
子
ど
も

た
ち
が
入
場
、
講
師
は
、
東
京
都
の

子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員
の
川
野
委

員
で
す
。
教
材
は
、
全
国
の
人
権
擁

護
委
員
の
協
力
に
よ
り
作
成
し
た
冊

子
「
種
を
ま
こ
う
」
の
中
か
ら
、
住

み
よ
い
街
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
だ
れ

が
す
て
た
の
」
で
す
。

　
「
ご
み
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
い

や
な
気
持
ち
に
な
る
」

　
「
お
友
達
が
捨
て
る
の
を
見
た
ら

注
意
す
る
」

　

子
ど
も
た
ち
は
、「
人
が
い
や
が

る
こ
と
は
し
な
い
」
と
い
う
、
思
い

や
り
の
心
の
基
本
を
楽
し
み
な
が
ら

理
解
し
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。

　

お
話
の
後
は
、
い
よ
い
よ
、
人
権

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
人

K
E
N
ま
も
る
君
と
あ
ゆ
み
ち
ゃ

ん
」
が
登
場
、
全
員
で

　

♪
い
じ
め
る
こ
と
は　

い
け
な
い

　
　

い
け
な
い
♪

　

♪
み
・
ん
・
な
で　

ま
も
る　

　
　

手
を
取
り
あ
っ
て　

世
界
を　

　
　

も
っ
と
も
っ
と　

し
あ
わ
せ
に

　
　

し
よ
う
♪

と
、
漫
画
家
や
な
せ
た
か
し
さ
ん
が

作
っ
た
人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
ソ
ン
グ「
世
界
を
し
あ
わ
せ
に
」

を
大
合
唱
し
ま
し
た
。
こ
の
歌
を
通

し
て
も
人
権
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い

き
た
い
、
全
国
の
学
校
で
子
ど
も
た

ち
が
こ
の
歌
を
口
ず
さ
ん
で
く
れ
た

ら
・
・
・
、
そ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

　

会
議
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
か
け

が
え
の
な
い
命
を
守
る
た
め
に
、
こ

れ
か
ら
啓
発
活
動
・
相
談
活
動
に
ど

う
取
り
組
ん
で
い
く
か
に
つ
い
て
熱

い
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
皆
様
に

送
り
ま
す
。
共
に
考
え
、
実
行
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

●本紙に対するご意見，ご感想は

▲ ▲ ▲
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　すべて
の子ども

は、生き
る権利、

のびのび
元気に生

活する

権利を持
っていま

す。子ど
もには虐

待から守
られる権

利があ

ります。

　あなた
の命は、

とてもと
ても大切

なもので
す。あな

たが今

そこに生
きている

というこ
と、その

ことが、
家族、友

だち、

社会にと
って、何よ

り大切で
幸せなこ

となので
す。でも

、もし、

いじめに
あったと

き、悲し
い気持ち

になった
ときは、

少し勇

気を出し
て、「私を

助けて！」
と、SOS信

号を送っ
てくださ

い。

私たち「
子どもの

人権専門
委員」は

、いつで
もあなた

の味方

です。

けんり

けんり

けんり

たいせつ

い

かぞく

たいせつ

き   も

ゆう

しんごう

じんけん
せんもん

いいん

みかた
おく

わたし
こ

すこ

だ
わたし

たす

かな

なに
しあわ

とも

しゃかい

いま

いのち

まも
ぎゃくたい

げんき
せいかつ

も

こ

い
こ

き

　近所で子どもの不自然な泣き声が聞こえるとき、
気になる子どもがいるとき、それは「虐待」の兆候か
も知れません。気付いたことがあったら、すぐに児
童相談所、私たち「子どもの人権専門委員」やあな
たの街の人権擁護委員に連絡してください。連絡し
た人の名前は決して明らかにされません。もし、虐
待の事実がなかったとしても、責任を問われること
は一切ありません。児童虐待は、何より早期発見が
重要です。地域みんなで子どもたちを守っていきま
しょう。

地
域
の
皆
様
へ

　どんなに小さな子どもでも、一人一人が、幸せに

生きる権利を持っています。子どもも、一人の人間

として、最大限尊重されなければなりません。

　親は、子どもを守り育てる責任があり、子どもに

暴力をふるったりしてはなりません。「命の大切さ」

を親から子へと伝えていきましょう。

　でも、子育てに疲れたときは、一人で悩まないで

だれかに援助を求めましょう。私たち「子どもの人

権専門委員」も、いつでも相談相手になります。

保
護
者
の
方
々
へ

★人権教室についてのお問い合わせは、
　お近くの法務局まで。
　また、人権イメージキャラクターソング
　「世界をしあわせに」は、人権擁護局の
　ホームページで聴くことができます。
　（http://www.moj.go.jp/JINKEN/SONG/song01.html）

♬

川野委員
による人

権教室。

みんな一
生けんめ

い考えて
くれまし

た。

明るく元気な千代田小学校の子どもたち。
今日はありがとう、これからもみんな仲よくしてね。

「世界をもっともっと　しあわせにしよう♪」と
人権イメージキャラクターソング「世界をしあわせに」の大合唱。




